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定例監査報告書 

 

１ 監査の種類 

  定例監査 

２ 監査の対象 

  消防本部（消防総務課、予防課、消防署） 

３ 監査の期間 

令和２年９月２５日から令和２年１０月２９日まで 

４ 監査の方法 

令和２年度（令和２年８月３１日現在）における財務事務の執行及び事業の管理、 

また、重点監査項目について、提出された監査資料、関係する諸帳簿及び書類に基づ

き監査するとともに、併せて関係職員の説明を求め実施した。 

５ 監査の結果 

各課等所管の財務事務の執行及び事業の管理、また、今年度における重点監査項目

については、おおむね適正に処理されていると認められた。その中で、一部の課にお

いて不適切なものが次のとおり見受けられたことから、今後の事務執行等に当たって

は、これらの点に留意するとともに、必要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

６ 指摘事項（注意すべきもの） 

消防団員用活動服の購入伺いにおいて、当該支出予定額が記載されていない。 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による随意契約としているので、尾

張旭市契約規則第２５条により８０万円以下と推測できるが、３０万円を超えた場合、

決裁規程により部長の専決事項となるため、支出予定額の記載が必要となる。（消防

総務課） 

７ 要望事項 

今後における効率的、効果的な事務の執行等に資するため、次のとおり要望する。 

  婦人消防クラブの活動において、防火意識を持続させるためにも、適宜アンケート

を行うなど、クラブ員の意見を継続して収集できる仕組み作りを要望する。（予防課） 

 



 

 

定例監査報告書 

 

１ 監査の種類 

  定例監査 

２ 監査の対象 

  市民生活部（市民活動課、市民課、産業課、環境課） 

３ 監査の期間 

令和２年９月２５日から令和２年１０月２９日まで 

４ 監査の方法 

令和２年度（令和２年８月３１日現在）における財務事務の執行及び事業の管理、

また、重点監査項目について、提出された監査資料、関係する諸帳簿及び書類に基づ

き監査するとともに、併せて関係職員の説明を求め実施した。 

５ 監査の結果 

各課等所管の財務事務の執行及び事業の管理、また、今年度における重点監査項目

については、おおむね適正に処理されていると認められた。その中で、一部の課にお

いて不適切なものが次のとおり見受けられたことから、今後の事務執行等に当たって

は、これらの点に留意するとともに、必要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

６ 指摘事項（注意すべきもの） 

  尾張旭市自治会等活動促進助成金交付要綱において、附則中に失効規定を定めてい

るが、当該要綱には、額の確定後の助成金の交付請求や返還の規定が定められている

ことからも、附則には、失効に伴う経過措置についても規定する必要がある。（市民

活動課） 


